
tl)
票件事査審

関

連

事

件

平 ■ ■ 年 ■ ■ 号 (■■ )

平    年    号 (  )
平    年    号 (  )
平    年    号 く  )

平成22年 1月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

迫番号 (a■ )

受 理 事 項 手 続 事 項 餞 決 事 項

ｍ

被

疑

者

ull等 ‐６

審

査

期

間

l ill[奪吉議期日i IIll[

月

ヽ
月

月

日

日

日

議

決

区

分

起 解 相 ■

離

決

区

分

申

立

却

下

書査の対象となる不起訴処分そ
つものが存在しない (法2条 1項 1

号)

■
■
■
■
■
■

暉

男・ ・ 1

女・ ・ 2

法 人 3 |

不 起 訴 不

不

起

訴

相

当

E 訴 猶 晉

F査期間   1～ 3

(準備)   1～ 2

(実質審査) 2～ 3 |:Lf
日

　

日

　

日

去令 上刑 を免 除す べ き場袷
申立権がない (法30条 )ｌｚ，

事

件

名

被疑事件

( )

雲樺奈算警最雪氷百∵彙::禁誘
確であるか,犯罪の嫌疑が十分
でない ●

申立代理人に代理権がない

審

査

の

経

過

△〓
　

議

　

等

審 査 会 に よ る

li:I:::|
回

回

回

同一事件について再度の申立て
がなされた く法32条 )

(3}

受

理

区

分

中 立 て ・ ・ ・ ・ ・ :‐

職 権 ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ●

端緒

申立権な き者 の申立て 。

投 書・ ・ ・ ・ |...
マ ス コ ミの報 道・・ ・

そ の 他・ ・ 1・ ・・ ・

移送・ ・・ ・ ・ ● ●●● ●

脈訟条件は具備 しているが被疑
事件の罪とならないことが明確
である

同一理由の不起訴処分に対する
申立て (法41条の8)

小 委員 会 に よ る

:爾i「1■ : 申立てが書面によらないでされ
た く法31条,施行令18条 )

瞬訟条件を欠く

回  数  計 ■ D 回

審

査

打

切

り

申立ての取下げがあった

証 人 等 の‐

延 ぺ 人 員

官

人

者

入

者

察

立

疑

　

言

検

申

被

証

助

人

人

人

人

人

審査中立人が死亡し,又は審査
申立てをした法人が存続 しなく
なった

中立書の記載が著しく不備で,

かつ,補正できない (法31条・
確行令18条 )０

原

不

起

訴

処

分

理

　

由

起訴猶予・・

厳疑不十分

簾疑なし・・

罪とならず

その他・・

１

２

３

４

５

当骸事件について公訴の提起又

芳製[業鴛髯電
号:Fよ る付審判 中立てが単に不起訴処分の理由

Э当否を争うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数 ‐
職権審査開始後次の事由が判明
した
(イ )審 査の対象となる不起

訴処分の不存在
(口 ) 法30条ただし書該当
(ハ) 同一事件に関する実体

的議決の存在
(二) 管轄権なし

移

　
　
　

送

管轄検察審査会以外の検察審査
会に審査の申立てがあった (法
30条,施行令21条 )

検

察

官

検 事 1

副検事・・

検察事務官

LE人 召 喚 請 求 回 数 ロ

不 起 訴 記 録 の 取 寄 せ 菫瑾軍犠■111 囁■:

(5)

中

立

人

bll等

同一事件について2個の管轄検察
審査会に審査の申立てがあった
(施行令20条2項 )

男・・ 1

女
`・

2

法 人 3

■
■
■

審査補助員延ぺ出頭数

資
　
　
格

告訴人・・・・ ・ ● ,● ●●1

告発人・・・・・・・・・・・ 2

請求 を した者・・ ・・・・・ 3

被 害 者・ 1・ ・・ ....4
遺 族 ・ ・ ・ ・ ・ ・.・ ・ 5

申立権なき者・・・・・・・・ 6

備

　

　

考

よ
有

こ
の理

士
代

護
立

弁
中 有

こ の 票 甲 , I麟 」 し



審 査 事 件 票

は,

関

連

事

件

平
―

年 |■■D号  (|■D)
平    年    号 (  )
平    年    号 (  )
平    年    号 (  )

平成22年 1月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

追番号 (1■卜)

受 理 事 項 手 続 事 項 議 決 事 項

田

被

疑

者

性別等 り

審

査

期

間

1受  理    平 成

2 第 1回審査会議期 日平  成

3 議  決     平  成■[

■
■
■
■
■

月

月

月

―
■
■
■

日

日

日

議

決

区

分

起 訴 相
辿
〓 ■

議

決

区

分

申

立

却

下

審査の対象となる不起訴処分そ
のものが存在 しない (法2条 1項 1

号)

■

■

■
■
■

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

‐
不 起 訴 不

不

起

訴

相

当

E 訴 猶 ヨ

審査期間   1～ 3

(準備)   1～ 2

(実質審査) 2～ 3 |[|
月

月

膚

膚

情

日

日

日

■

■

■

去令上刑 を免 除すべ き場袷
申立権がない (法30条 )閉

事

件

タ

訴訟条件は具備しているが被疑
事件が罪となるかどうかが不明
確であるか,犯罪の嫌疑が1-分
でない

申立代理人に代理権がない

(

審

査

の

経

過 |

△バ
　

議

　

等

審 査 会 に よ る

査 会
‐
議

地 見 分

在 尋 問

回

回

回

)

)

)

同一事件について再度の申立て
がなされた (法32条 )

椰

受

理

区

分

中 立 て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

職 権 ・ ・ ・ ,・ ● ● ● ● ● 2

端緒

申立権なき者 の申立て・・・ a

投 書・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ b

マ ス コ ミの 報 道・ ・ ・ ・ ・ c

そ の 他・ ・ ・ ・・ ● ● ● ●d

移送・ ・・ ・・ ●●●● ● ● ●3

訴訟条件は具備しているが被疑
事件の罪とならないことが明確
である

同一理由の不起訴処分に対する
申立て (法41条 の8)

小 委員会 に よる

記録調査等 (在庁 )

実 地 見 分 ・ ・ ・

所 在 尋 問 ・ ・ ・ ■
■

■

回

回

回 申立てが書面によらないでされ
た (法31条 ,施行令18条 )

訴訟条件を欠く
回  数  計

一
回

審

査

打

切

り

申立ての取下げがあつた

証 人 等 の

延 べ 人 員

官

人

者

人

者

察

立

疑
　
　
言

検

申

被

証

助

人

人

人

人

人

審査申立人が死亡し,又は審査
申立てをした法人が存続しなく
なった

申立書の記載が著しく不備で,

かつ,補正できない (法31条
,

施行令18条 )(41

原

不

起

訴

処

分

理
　
　
由

起訴猶予・・

鎌疑不十分

兼疑なし 。・

罪とな らず

その他・ ・

1

2

3
４

５

当該事件について公訴の提起又
は刑訴法266条2号による付審判

申立てが単に不起訴処分の理由
の当否を争うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数
回

の決定があった

職権審査開始後次の事由が判明
した
(イ ) 審査の対象となる不起

訴処分の不存在
(口 ) 法30条 ただし書該当
(ハ) 同一事件に関する実体

的議決の存在
(二) 管轄権なし

移

送

管轄検察審査会以外の検察審査
会に審査の申立てがあった (法
30条 ,施行令21条 )

検

察

官

検 事 1

副検事・・

検察事務官

2
■
■
■

証 人 召 喚 請 求 回 数 巨

不 起 訴 記 録 の 取 寄 せ
割平

平

求

理

請

受

年

年

月

月

日

日

{5}

申

立

人

陸別等

司一事件について2個の管轄検察
書査会に審査の申立てがあった
(施行令20条 2項 )

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

審査補助員延べ出頭数

人

　

回

資
　
　
格

晉詐人・・ ・・・ ●‐●●● 1

告発人・・・・・・・・・・・ 2

請求 を した者・・・ ・・・・ 3

被 害者・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ 4
遺 族 ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ● 5

申立権なき者・・・・・・・・ 6

■

■

■
備

　

　

考

そ
盤
¨

よ
有

こ
の理

士
代

護
立

弁
申 有

J



t3)
審 査 事 件 票

関

連

事

件

平

平

平

平

年    号 (  )
年    号 (  )
年    号 (  )
年    号 (  )

平成 22年 2月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

追番号 (‐ )

受 理 事 項 手 続 事 項 議 決 事 項

田

被

疑

者

氏名 “

審

査

期

間

1受  理    平  成

2 第 1回審査会議期 日平  成

3 議  決     平  成

年

年

年

■
月

月

月

議

決

区

分

巳 訴 相
ｎ
〓 ■

■

議

決

区

分

申

立

却

下

審査の対象となる不起訴処分そ
のものが存在しない (法2条 1項 1

1弓|)

■
■
■

男・ 。 1

女・ ・ 2

法 人 3

■
■
■

不 起 訴 不 当

不

起

訴

相

当

包 訴 猶 〒

審査期間   1え 3

(準備)   lt2
(実質審査) 2～ 3 ll野 |∫

去令 上刑 を免 除すべ き場合
申立権がない (法30条 )ツ

事

件

察

被疑事件
訴訟条件は具備しているが被疑
事件が罪となるかどうかが不明
性であるか,犯罪の嫌疑が十分
でない

中立代理人に代理権がない

( )

審

査

の

経

過

△〓
　
　
議
　
　
等

審 査 会 に よ る

書 査 会 議

実 地 見 分

万 在 尋 問 ■ :

■
■
■

同一事件について再度の申立て
がなされた (法32条 )

(3}

受

理

区

分

申 立 て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

職 権 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2

端緒

申立権なき者 の申立て 。・・ a

投 書・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ b

マ ス コ ミの 報 道・ ・ ・ ・・ c

そ の 他・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ d

移送・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・ 3

訴訟条件は具備しているが被疑
事件の罪とならないことが明確
である

同一理由の不起訴処分に対する
申立て (法41条 の3)

小 委員 会 に よ る

景調査等 (在庁 )

地 見 分 ・ ・ ・

在 尋 問 ・ ・ ・ ■:目 申立てが書面によらないでされ
た (法31条 ,施行令18条 )

訴訟条件を欠く
回  数  計 L回

審

査

打

切

り

申立ての取下げがあった

証 人 等 の

延

^人
員

官

人

者

人

者

察

立

疑
　
　
言

検

申

被

証

助

人

人

人

人

人

審査申立人が死亡し,又は審査
申立てをした法人が存続しなく
なった

申立書の記載が著しく不備で,

かつ,補正できない (法31条 ,

施行令18条 )
{4)

原

不

起

訴

処

分

理

　

由

起訴猶予・・

嫌疑 不 十 分

嫌疑な し・・

罪 とな らず

その他・ ・

1

2

3
４

５

当該事件について公訴の提起又
は刑訴法266条 2号による付審判
の決定があった

申立てが単に不起訴処分の理由
の当否を争うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数
回

職権審査開

'台

後次の事由が判明
した
(イ ) 審査の対象となる不起

訴処分の不存在
(口 ) 法30条 ただし書該当
(ハ) 同一事件に関する実体

的議決の存在
(二) 管轄権なし

移

送

管轄検察審査会以外の検察審査
会に審査の申立てがあった (法
30条 ,施行令21条 )

検

察

官

検 事 ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ 。 1

副検事・・・・ ・・・・・・ 2

検察事務官・・ ・・・・・ 。3

■
■
■

証 人 召 喚 請 求 回 数 回

不 起 訴 記 録 の 取 寄せ 互瑾革霞llll :f■
日

日

(5)

申

立

人

氏名 睦別等

同一事件について2個の管轄検察
審査会に審査の申立てがあった
(施行令20条 2項 )

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

■
■
■

審査補助員延ぺ出頭数
:

資

　

格

告訴人・ ・ ・・・ ●●●●● 1

告発人・ ・・・・・・・・・・ 2

請求 を した者・・・・・・・ 3

被 害 者・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ 4
遺 族 ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ● 5

申立権なき者・・・・・・・・ 6

備

考

る
無

よ
有

こ
の理

士
代

護
立

弁
申 無

J J



喘 ,

審 査 事 件 票
関

連

事

件

平

平

平

平

年

年

年

年

号

号

号

号

平成 22年 2月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

追番号 (a)
受 理 事 項 手 続 事 項 議 決 事 項

田

被

疑

者

氏名 :螂己u等 同

審

査

期

間

1受  理    平

2 第 1回審査会議期 日平

3 議  決     平

■
成

成

成 f l
日

　

日

　

日

議

決

区

分

起 訴 相
コ
〓 ■

‐

議

決

区

分

中

立

却

下

審査の対象 となる不起訴処分そ
のものが存在 しない (法2条 1項 1

1弓|)

■

■

■
■
■

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

■
■

■

不 起 訴 不
〕
〓

不

起

訴

相

当

起 訴 猶 予

F査期間   1～ 3

(準備)   1～ 2

(実質審査) 2～ 3

■

■

年

年

年

月

月

日

　

日

日月

法令 上刑 を免 除 す べ き場 合
申立権がない (法30条 )И

事

件

タ

被疑事件

(               )

訴訟条件は具備しているが被疑
事件が罪となるかどうかが不明
確であるか,犯罪の嫌疑が十分
でない

中立代理人に代理権がない

審

査

の

経

過

△〓
　

議

　

等

審 査 会 に よ る

議

分

問

会

見

尋

査

地

在

審

実

所

口
■
■

回

回

回

■ 司一事件について再度の申立て
OSな された (法32条 )

{3)

受

理

区

分

申 立 て 。・ ・ ・ ・ ・ ・

職 権 ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ●

端緒

申立権 なき者 の申立て ,

投 書・ ・ ・ ・・ ・ ・・

マ ス コ ミの 報道・ ・ ・

そ の 他・ ・ ・ ・ ・・ ・

移 送・ ・・ ・・ ・ ・・・ ・

訴訟条件は具備 しているが被疑
事件の罪とならないことが明確
である

司一理由の不起訴処分に対する
中立て (法41条 の8)

小委員 会 に よる景爾ド1■ :| 申立てが書面によらないでされ
た (法 31条 ,施行令18条 )

訴訟条件を欠く
回  数  計

一

回

審

査

打

切

り

中立ての取下げがあつた

証 人 等 の

延 べ 人 員

官

人

者

人

者

察

立

疑
　
　
言

検

申

被

証

助

人

人

人

人

人

審査申立人が死亡し,又は審査
申立てをした法人が存続しなく
なった

申立書の記載が著しく不備で,

かつ。補正できない (法31条 ,

施行令18条 )に

原

不

起

訴

処

分

理

　

由

起訴猶予・・

嫌疑不十分

嫌疑なし・・

罪 とな らず

その他・・

１

２

３

４

５

当該事件について公訴の提起又
は刑訴法266条 2号による付審判
の決定があった

申立てが単に不起訴処分の理由
の当否を争 うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数
回

職権審査開始後次の事由が判明
した
(イ ) 審査の対象となる不起

訴処分の不存在
(口 ) 法30条ただし書該当
(ハ) 同一事件に関する実体

的議決の存在
(二) 管轄権なし

移
　
　
　
送

管轄検察審査会以外の検察審査
会に審査の申立てがあった (法
30条 ,施行令21条 )

検

察

官

検 事・ ・・

副検事・・・

検察事務官・

１

２

３

■
■
■

証 人 召 喚 請 求 回 数 回

不 起 訴 記 録 の 取 寄 せ ■■年
年

■成

成

平

平

求

理

請

受

‐５

申

立

人

氏名 生別等
司―事件について2個の管轄検察
書査会に審査の申立てがあった
(施行令20条 2項 )

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

審査補助員延ぺ出頭数 會

資

　

格

告訴人・・・・・ ・・・・・ 1

告発人・・・・・・・・・・・ 2

請求 を した者・・ ・・・・ ・ 3

被 害者・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4
遺 族 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 5

申立権なき者・・・・・・・・ 6

備

　
　
　

考

る
無

よ
有

こ
の理

士
代

護
立

弁
申 有

この票 中, l法」 とは検察審査会法 を , 」 は し



、ぢ)

西
ホ件事査審

年

年

年

年

平

平

平

平

号 (    )
号 (   )
号 (   )
号 (  )

氏名

/Jヽ 沢 ―郎 こと /1ヽ 澤 一償「

審査期間   1～ 3

〈準備)   1～ 2
間 |(実質審査) 2～ 3

: 曇1回曇査会議期日軍 議■ I II:亀 ||::
3議 決   平 成 22年 4月 27日

審査の対象となる不起訴処分そ
のものが存在しない (法2条 1項 1

号)

男・ ・ 1

女・・ 2

法 人 3 不

起

訴

相

当

令上刑 を免 除 す べ き場
申立権がない (法 30条 )

事

件

名
一

醐

受

理

区

分

政治資金規正法違反

権 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

端緒

申立 3iLな き者の中立て・・・

投 書・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・

マ ス コ ミの 報 道・ ■・・・

そ の 他・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

移 送・ ・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・ ・

１

２

　

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

３

条件は具備しているが被疑
が罪となるかどうかが不明

確であるか,犯罪の嫌疑が十分
でない

立代理人に代理権がない

審 査 会 に よ る

小 委員 会 に よる

回

回

回

査 会 議 ・ ・ ・

地 見 分 ・ ・ ・

在 尋 問 ・ ・ ・

審査補助員延ぺ出頭数

備 |

考

審

査

経

人

回

同一事件について再度の申立て
がなされた (法32条 )

訴訟条件は具備 しているが被疑
事件の罪 とならないことが明確
である

同一理由の不起訴処分に対する
申立て (法41条 の8)

爾ド1■ :| 申立てが書面によらないでされ
た (法31条 .施行令18条 )

訟条件を欠く

申立ての取下げがあつた

証 人 等 の

延 べ 人 員

人

人

人

人

人

官

人

者

人

者

立

疑

　

一言

申

被

証

助

審査申立人が死亡し,又は審査
申立てをした法人が存続 しなく
なった  '

立書の記載が著しく不備で,

つヽ=補正できない (法31条
,

四

原

不

起

訴

処

分

猶予・・・・・ ●●●●●

疑不十分・・・・・ ●●●

疑な し・・・・・・・・・・

とな らず・・ ・・ ・・ ・・

その他・ ・ ・ ・・ ● ● ● ● ●

１

２

３

４

５

当該事件について公訴の提起又
は刑訴法266条 2号による付審判

定があった

申立てが単に不起訴処分の理由
の当否を争うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数

始後次の事由が判明
した
(イ ) 審査の対象となる不起

訴処分の不存在
(口 ) 法30条 ただし書該当
(ハ) 同一事件に関する実体

的議決の存在
(二) 管轄権なし

管轄検察審査会以外の検察審査
会に審査の申立てがあった (法
30条 ,施行令21条 )

証 人 召 喚 請 求 回 数
検 事 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

副検 事・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ 2
検 察事 務 官・ ・ ・ ・ ・ ′・ ・ 3

不 起 訴 記 録 の 取 寄 せ

同一事件について2個の管轄検察
豪査会に審査の申立てがあった
(施

`子

令20条 2項 )

１

２

３

一　
一　
人

男

女

法

告 訴 人・ ・ ,・ |.,...1

発メ、・ `。 ,。 ・・ ●●●●2
請求を した者・・・・ ・ ●●3

被 害 者・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ 4

遺 族 ・ ・ ・ ・ ・ ● ● ● 5

申立権なき者・・・・・・・・ 6

平成 22年 4月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

追番号 ( 5 )



、6)

審 査 事 件 票
関

連

事

件

平

平

平

平

年    号 (  )
年    号 (  )
年    号 (  )
年    号 (  )

平成 22年 4月 分

東京地裁管内

東京第五検察審査会

迫番号 (‐ )

受 理 事 項 手 続 事 項 議 決 事 項

田

被

疑

者

性別等 {6)

審

査

期

間

1受  理    平  成

2 第 1回審査会議期 日平  成

3 議  決     平  成

―
月

月

月

―年

年

年

日

日

日

議

決

区

分

E 訴 相
“
〓

議

決

区

分

申

立

却

下

審査の対象となる不起aFF処分そ
のものが存在しない (法2条 1項 1

1署|)

男 。 ‐1

女・ 。2

法 人 3

不 起 訴 不
ｎ
〓

不

起

訴

相

当

起 訴 猶 晉

F査期間   1～ 3

(準備)   1～ 2

(実質審査) 2～ 3

年

年

年

月

月

日

日

日

法令 上刑 を免 除 す べ き場給
申立権がない (法30条 )ｌｚ‐

事
件

名

被疑 事

)

訴訟条件は具備 しているが被疑
事件が罪となるかどうかが不明
確であるか,犯罪の嫌疑が十分
でない

申立代理人に代理権がない

審

査

の

経

過

△〓
　

議

　

等

審 査 会 に よ る

審 査 会 議

実 地 見 分

所 在 尋 問

■

■

回

回

回

■ 同一事件について再度の申立て
がなされた (法32条 )

{3)

受

理

区

分

申 立 て ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1

職 権 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2

端緒

申立権 なき者 の申立て・・・ a

投 書・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ b

マ ス コ ミの 報 道 ・・ ・ ・ ・ c

そ の他・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ d

移 送・ ・・ ・ ・・・ ・・ ・ ・ ・ 3

訴訟条件は具備 しているが被疑
事件の罪とならないことが明確
である

同一理由の不起訴処分に対する
申立て (法41条 の8)

小委員 会 に よる

記録調査等 (在庁 )

実 地 見 分 ・ ・

所 在 尋 問 ・ ・ ■:

Ｐ
日 申立てが書面によらないでされ

た (法31条 ,施行令18条 )

訴訟条件を欠く
回  数  計 ■ ■ ■ D回

審

査

打

切

り

申立ての取下げがあった

証 人 等 の

延 べ 人 員

官

人

者

人

者

察

立

疑

　

一日

検

申

被

証

助

人

人

人

人

人

審査申立人が死亡し,又は審査
申立てをした法人が存続 しなく
なった

申立書の記載が著しく不備で,

かつ,補正できない (法31条 ,

施行令18条 ){4)

原

不

起

訴

処

分

理

　

由

起訴猶予・・

嫌疑不十分

嫌疑な し・・

罪 とな らず

その他・ ・

1

2

3

4

5

当該事件について公訴の提起又
は刑訴法266条2号による付審判
の決定があった

申立てが単に不起訴処分の理由
の当否を争うにすぎない

公 務 所 等 照 会 回 数
回

職権審査開始後次の事由が判明
した
(イ ) 審査の対象となる不起

訴処分の不存在
(口 ) 法30条ただし書該当
(ハ) 同一事件に関する実体

的議決の存在
(二 ) 管轄権なし

移

送

管轄検察審査会以外の検察審査
会に審査の申立てがあった (法
30条 ,施行令21条 )

検

察

官

検 事 1

副検事・・・・・・・・・ 。2

検察事務官・・・・・・・・ 3

■
■
■

証 人 召 喚 請 求 回 数 菌

不 起 訴 記 録 の取 寄せ 瑾    I受

{5}

申

立

人

氏 名 「■別等

同一事件について2個の管轄検察
審査会に審査の申立てがあった
(施行令20条 2項 )

男・・ 1

女・・ 2

法 人 3

■
■
ロ

審査補助員延ぺ出頭数 合
資

　

格

告訴人・・ ・ ・

告発人・・・・

請求 を した者・

被 害 者・ ・ ・

遺 族 ・ ・ ・

申立権なき者・

１

２

３

４

５

６

備

　

　

考

る

無
よ
有

こ

の理
士

代
護
ｉ

弁
申

無

レ` フ.


